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vol.233 実務対応報告第 42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開

示に関する取扱い」の公表について 

 

2021年８月 12日に、企業会計基準委員会（ASBJ）より、実務対応報告第 42号 

「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」 

（以下「本実務対応報告」という。）が公表されました。 

 これは、2020年３月 27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」において、 

連結納税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことに伴い、 

グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の 

会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的としています。 

 

 

＜範囲＞ 

 本実務対応報告は、グループ通算制度を適用する企業の連結財務諸表及び個別財務諸表 

並びに連結納税制度から単体納税制度に移行する企業の連結財務諸表及び個別財務諸表 

に適用されます。 

なお、本実務対応報告は、通算税効果額の授受を行うことを前提としており、 

通算税効果額の授受を行わない場合の会計処理及び開示については取り扱っていません。 

 

 

＜会計処理＞ 

 連結納税制度とグループ通算制度とでは、全体を合算した所得を基に納税申告を 

親法人が行うか、各法人の所得を基にそれらを通算した上で納税申告を各法人が行うか 

などの申告手続は異なりますが、企業グループの一体性に着目し、完全支配関係にある 

企業グループ内における損益通算を可能とする基本的な枠組みは同じであることから、 

グループ通算制度を適用する場合の本実務対応報告の開発にあたっては、基本的な方針 

として、連結納税制度とグループ通算制度の相違点に起因する会計処理及び開示を除き、 

連結納税制度における実務対応報告第５号等の会計処理及び開示に関する取扱いを踏襲 

することとしています。 
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＜適用時期＞ 

 2022年４月１日以後に開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されます。 

ただし、税効果会計に関する会計処理及び開示については、2022年３月 31日以後に 

終了する連結会計年度及び事業年度の期末の連結財務諸表及び個別財務諸表から適用 

することができます。 

 なお、十分な周知期間を確保することや、年度内における首尾一貫性を確保するこ 

とから、四半期会計期間からの早期適用は認めないこととされています。 


